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（2） 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，公益社団法人

日本保安用品協会（JSAA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を改正すべきとの申出があり，日

本産業標準調査会の審議を経て，厚生労働大臣及び経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これに

よって，JIS T 8103:2020 は改正され，この規格に置き換えられた。 

なお，令和 6 年 12 月 24 日までの間は，産業標準化法第 30 条第 1 項等の関係条項の規定に基づく JIS

マーク表示認証において，JIS T 8103:2020 を適用してもよい。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。厚生労働大臣，経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の

特許出願及び実用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

 

 



 

 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

日本産業規格          JIS 
 T 8103：2024 
 

静電気帯電防止靴 

Anti-electrostatic footwear 

 

1 適用範囲 

この規格は，作業者及び履物の静電気帯電が原因となって発生する災害及び障害 1)を防止する目的で使

用する静電気拡散性 2)靴（以下，静電靴という。）及び静電気導電性靴（以下，導電靴という。）について

規定する。 

この規格で静電靴及び導電靴を使用する場所とは，次の場所である。 

a) 爆発又は火災の危険がある場所 

1) 爆発危険区域 

2) 爆発高危険区域 

b) 生産障害（電子デバイスなどの破損など）のおそれのある場所 

1) 静電気放電保護区域 

2) その他生産障害発生区域（ほこり又は汚れの付着などによる生産障害が発生する区域） 

導電靴は，交流 100 V 以下の低電圧路でも感電事故の危険性があるため，その使用に当たっては，感電

のおそれがないと判断される条件下での作業に限定して使用するように，注意しなければならない。 

静電靴及び導電靴の選択については，附属書 A に示す。 

注 1) 災害とは，可燃性又は爆発物の着火に伴う爆発又は火災をいい，障害とは，電子デバイスの破損，

製品の汚れなどの生産障害をいう。 

注 2) 静電気拡散性とは，導電性よりも電気抵抗は大きいが静電気帯電をしにくい性質をいい，通常の

静電気発生条件においては十分な帯電防止効果をもつ。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格は，その 新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS C 60079-10 爆発性雰囲気で使用する電気機械器具－第 10 部：危険区域の分類 

JIS C 61340-4-1 静電気－第 4-1 部：特定応用のための標準的な試験方法－床仕上げ材及び施工床の

電気抵抗 

JIS C 61340-4-3 静電気－第 4-3 部：特定応用のための標準的試験方法－履物 

JIS K 6404-2 ゴム引布及びプラスチック引布試験方法－第 2 部：物理試験（基本） 

JIS K 6557-2 革試験方法－物理試験－第 2 部：引張強さ及び伸びの測定 


